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○北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱 

令和３年12月24日告示第210号 

改正 

令和６年７月１日告示第133号 

北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金

を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 重症心身障害児等 市内に住所を有する者であって、埼玉県在宅重症心身障害児の家族に

対するレスパイトケア事業補助金交付要綱（平成27年３月23日障支発第987号通知（以下「県要

綱」という。））第２条に規定する重症心身障害児等をいう。 

(２) レスパイトケア事業 重症心身障害児等を在宅で介護する家族が休息を取れるよう支援を

行う事業をいう。 

(３) 日中一時独立型 訪問看護事業所及び障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を部

屋や職員を兼用又は兼務せず、日中一時支援事業を実施する事業所をいう。 

(４) 日中一時併設型 障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を連続等で障害福祉サー

ビス等事業等の部屋を兼用（別室での実施も含む）し、職員を兼務して日中一時支援事業を実

施する事業所をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、県内で実施するレ

スパイトケア事業のうち次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

５条第８項に規定する短期入所に係る事業（以下「短期入所事業」という。） 

(２) 北本市日中一時支援事業実施要綱（平成18年告示第243号）に規定する日中一時支援事業（以

下「日中一時支援事業」という。） 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施することについて、市長の認定を受
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けたものとする。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の額及び補助金の基準

となる額（以下「補助基準額」という。）は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞ

れ同表に定めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表補助対象事業の欄に定める事業の区分に応じ、それぞれ同表補助対象

経費の欄に定める経費の額又は同表補助基準額の欄に定めるところにより算出される額のうちい

ずれか少ない額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施した日の属する月の翌月10日又

は３月31日のいずれか早い日までに、北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケ

ア事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) ショートステイを利用した場合 北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイト

ケア事業実施報告書（様式第２号（その１））及び北本市在宅重症心身障害児等の家族に対す

るレスパイトケア事業実施状況報告書（ショートステイ用）（様式第２号（その２）） 

(２) デイサービス（独立型）を利用した場合 北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレ

スパイトケア事業実施報告書（様式第２号（その１））、北本市在宅重症心身障害児等の家族

に対するレスパイトケア事業実施状況報告書（デイサービス用）（様式第２号（その３））及

び北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業実施状況報告書（支援実績）

（デイサービス（独立型）用）（様式第２号（その４）） 

(３) デイサービス（併設型）を利用した場合 北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレ

スパイトケア事業実施報告書（様式第２号（その１））、北本市在宅重症心身障害児等の家族

に対するレスパイトケア事業実施状況報告書（デイサービス用）（様式第２号（その３））及

び北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業実施状況報告書（支援実績）

（デイサービス（併設型）用）（様式第２号（その５）） 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、

北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付・不交付決定通知書
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（様式第３号）により当該申請をした者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものと

する。 

（決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が次のいずれかに該当す

るときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消すことができる。 

(１) この告示に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、北本市在宅重症心

身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金取消決定通知書（様式第４号）により交付

決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交

付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整備） 

第10条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、当

該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保存しなければ

ならない。 

（委任） 

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年１月１日から施行し、同日以後に実施する補助対象事業について適用する。 

附 則（令和６年７月１日告示第133号） 

１ この告示は、令和６年７月１日から施行する。 

２ 改正後の北本市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施した事業について

は、なお従前の例による。 

別表（第５条、第６条関係） 

補助対象事

業 

補助対象経費 補助基準額 

短期入所事 短期入所事業を実施し、重症県要綱別表１の該当する項目のスコアを合計して25
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業 心身障害児等を受け入れた

場合に要する経費 

点以上の重症心身障害児等１人につき日額20,000円 

県要綱別表１の該当する項目のスコアを合計して25

点未満の重症心身障害児等１人につき日額10,000円 

日

中

一

時

支

援

事

業 

日中一

時独立

型（看護

師等が

医療的

ケア児

者１人

を支援

した場

合） 

障害福祉サービス等の拡充

が必要な地域などにおいて

日中一時支援事業を実施し、

重症心身障害児等を受け入

れた場合に要する経費 

１ 県要綱別表１のスコアの合計が25点以上の者 

１人につき、次に掲げる額 

(１) ８時間以上 

20,000円／日 

(２) ６時間以上８時間未満 

15,000円／日 

(３) ４時間以上６時間未満 

10,000円／日 

(４) 30分以上４時間未満 

5,000円／日 

２ 県要綱別表１のスコアの合計が25点未満の者 

１人につき、次に掲げる額 

(１) ８時間以上 

10,000円／日 

(２) ６時間以上８時間未満 

7,500円／日 

(３) ４時間以上６時間未満 

5,000円／日 

(４) 30分以上４時間未満 

3,000円／日 

日中一

時独立

型（看護

師等が

医療的

ケア児

１ 県要綱別表１のスコアの合計25点以上の者 

１人につき、次に掲げる額 

(１) ８時間以上 

10,000円／日 

(２) ６時間以上８時間未満 

7,500円／日 
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者２人

以上を

支援し

た場合） 

(３) ４時間以上６時間未満 

5,000円／日 

(４) 30分以上４時間未満 

2,500円／日 

２ 県要綱別表１のスコアの合計が25点未満の者 

１人につき、次に掲げる額 

(１) ８時間以上 

5,000円／日 

(２) ６時間以上８時間未満 

3,800円／日 

(３) ４時間以上６時間未満 

2,500円／日 

(４) 30分以上４時間未満 

1,500円／日 

日中一

時併設

型 

対象となる者１人につき、次に掲げる額 

(１) ２時間以上 

2,560円／日 

(２) １時間以上２時間未満 

1,920円／日 

(３) 30分以上１時間未満 

1,280円／日 

備考 補助基準額の算定にあたっては、申請に係る月の末日における県要綱別表１の該当する項

目のスコアにより算定された点数によるものとする。 
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様式第１号（第７条関係） 
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様式第２号（その１）（第７条関係） 
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様式第２号（その２）（第７条関係） 
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様式第２号（その３）（第７条関係） 
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様式第２号（その４）（第７条関係） 
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様式第２号（その５）（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 

 


